
【改訂理由】

 現行の弘前市道路掘削復旧工事標準仕様書（令和3年度改定）の復旧断面において、

一部の断面で経済性で優位な断面があったことから、復旧断面を変更し、下記工事に

適用する。

【対象工事】

・市発注工事

・道路法24条の規定により道路管理者以外の者が道路管理者の承認を得て行う工事の承認

・道路法32条の規定により道路上や上空、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用

 する「道路の占用」の許可

【主な変更点】

・車道 N3交通の復旧断面を変更

・一部文言の修正
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変更断面
 復旧断面 N3交通（生活道路）について、下層路盤・凍上抑制層を一体施工した場合に

2層施工できる厚さに変更
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